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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１０月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２６年１月１３日 ０９時３１分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路
ひ め じ

市松
まつ

島南東方沖 

 松島灯台から真方位１３８°１０.０海里付近 

 （概位 北緯３４°２８.２′ 東経１３４°３６.７′） 

事故調査の経過  平成２６年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 貨物船 大倉
おおくら

丸、１９９トン 

   １３５２６５、寺口汽船有限会社 

   ５６.２４ｍ×９.１０ｍ×５.８７ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年４月１１日 

Ｂ 漁船 漁
りょう

栄
えい

丸、４.９６トン 

   ＨＧ３－４１５６６（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.４０ｍ（Lr）×２.６５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５３

   年６月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３０歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１７年６月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月２８日 

    免状有効期間満了日 平成２７年６月１４日 

  機関長Ａ 男性 ５５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１１年７月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年４月３０日 

    免状有効期間満了日 平成３０年７月３０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５５年２月２１日 

    免許証交付日 平成２４年８月１３日 

           （平成２９年１１月１５日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に擦過傷 

Ｂ ネットローラーに破損、主機及び航海機器等に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか１人が乗り組み、鋼材約７８１ｔ

を積み、約０６８゜（真方位、以下同じ。）の針路及び約９～１０ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）として航行中、機関長Ａ

が、船長Ａと交替して船橋当直に就き、平成２６年１月１３日０９時

０５分ごろ、視界が良好であり、レーダー機器の劣化を避けたいと思

い、２台のレーダーをスタンバイとし、舵輪後方の船橋中央にある床

面からの高さ約０.８ｍで背もたれ付きの椅子に腰を掛け、自動操舵

として見張りを行い、松島南東方沖の播磨灘推薦航路線に沿って航行

を続けた。 

 機関長Ａは、明石海峡航路を東進していたところ、海上保安部の巡

視艇から停船するように要請を受けた。 

 機関長Ａは、巡視艇から、付近の交通量が多いので、目的地の阪神

港に直航するように指示を受け、１４時１５分ごろ着岸した。 

 船長Ａ及び機関長Ａは、海上保安部の聴取を受けた後、球状船首部

に擦過傷があること、及び漁具に付着した塗料の鑑定結果により、Ｂ

船の漁具と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０９時２３分ごろ、周囲を見回

した後、松島南東方沖を約４knの速力により、鋼製の引き索でえい
．．

網

を行いながら、自動操舵によって北進を始めた。 

 船長Ｂは、船尾甲板で船尾方を向いて立ち、漁獲物の選別作業に専

念していたところ、左舷正横後２０°１００～２００ｍ付近にＢ船に

向けて接近するＡ船を認め、衝突の危険を感じたので、すぐに主機操

縦ハンドルを操作して増速するとともに、引き索を延ばし、Ａ船がＢ

船の船尾方約１０ｍを通過すると同時の０９時３１分ごろ、松島南東

方沖において、Ａ船の船首部がＢ船の漁具に衝突した。 

 船長Ｂは、すぐに機関を中立としたところ、Ｂ船が、約１０～２０

秒間Ａ船によって右舷方に引かれた後、左舷方に転覆し、間もなく、

引き索が切断した。 

 船長Ｂは、海に投げ出されたが、泳いでＢ船に戻り、転覆したＢ船

の船底の上で救助を待っていたところ、約２０分後、Ｂ船の異変に気

付いて駆けつけた僚船に救助された。 

 船長Ｂは、僚船が行った通報により、来援した巡視艇で姫路市坊
ぼう

勢
ぜ

漁港に移送され、また、Ｂ船は、僚船により、正立状態にされた後、

坊勢漁港にえい
．．

航され、Ｂ船の漁具は、９日後に揚収された。  

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好、気温 約４℃

海象：潮汐 上げ潮の末期、波高 約１ｍ、潮流 微弱な東流、海水
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   温度 約１２℃ 

 その他の事項  機関長Ａは、Ａ船の船長として長年にわたって乗り組んだ経験があ

り、主として瀬戸内の航海を幾度となく行っていた。 

 機関長Ａは、椅子に腰を掛ければ、船橋前面の窓までの距離が約

１.７ｍであり、幅約１.９ｍの船橋前面の窓の両側には、左右約３

０゜方向に幅約０.１７ｍの窓枠があるものの、死角（視界が制限さ

れる状態）が約２゜であり、船首方の見通しは良好であった。 

 本船には、船橋航海当直警報装置が設置されており、約４分間、船

橋当直者に動きがない場合、警報が鳴るように設定されていた。 

 機関長Ａは、船橋当直中、左方へ横切る船１隻以外には、他船の存

在及び動静についての記憶がなかった。 

 Ｂ船は、鉄の塊で海底を掘り起こして袋網に漁獲物を捕るまんが漁

と称する漁法で操業中であり、袋網に接続した長さ約３４０ｍの引き

索を引いていたが、トロール漁に従事中であることを示す黒色鼓形形

象物を表示していなかった。 

 Ｂ船は、汽笛を装備していたが、本事故当時、故障中であった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、松島南東方沖を東北東進中、機関長ＡがＢ船に気付かずに

航行したことから、Ａ船船首部とＢ船の引き索とが衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、松島南東方沖をえい
．．

網して自動操舵で北進中、船長Ｂが、

漁獲物の選別作業に意識を集中していたことから、左舷正横後に接近

したＡ船に気付いて機関の操作等を行ったものの、Ｂ船の引き索とＡ

船の船首部とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、松島南東方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船がえい
．．

網して自動操舵で北進中、機関長ＡがＢ船に気付かずに航行し、ま

た、船長Ｂが漁獲物の選別作業に意識を集中していたため、Ａ船の船

首部とＢ船の引き索とが衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航海中は、あらゆる手段を使用して見張りを適切に行うこと。 

 ・操業中においても、常に見張りを適切に行うこと。  

 ・トロール漁に従事中は、黒色鼓形形象物を必ず表示すること。 

 ・装備されている汽笛は、常に使用が可能な状態にしておくこと。
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付図１ 推定航行経路図 

 


